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関西電力株式会社 

 

（１）実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に基づく大飯発電所４号炉の長期施設管理方針の

策定に伴う変更 

４号炉が２０２２年２月２日で運転開始後２９年となることから、実用発電用原子炉の設置、運

転等に関する規則（以下、「実用炉規則」という。）第８２条第１項に従い高経年化技術評価を行

い、この評価結果を基に、実用炉規則第９２条第１項に基づき、４号炉の長期施設管理方針を追加

するため、関連する原子炉施設保安規定の条文を変更する。 

 

 

（変更） 

・第１２５条の６（原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価および長期施設管理方針） 

・添付６（長期施設管理方針） 
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○資料－１－３－（１） 

大飯発電所原子炉施設保安規定 

保安規定審査基準の要求事項に対する保安規定への記載方針 

 

○資料－１－３－（２） 

大飯発電所原子炉施設保安規定 

上流文書（設置変更許可申請書）から保安規定への記載内容 

 

 

 
 

通しページ　4



通しページ　5

資料１－３－（１）



通しページ　6



通しページ　7



通しページ　8



通しページ　9



通しページ　10



通しページ　11



通しページ　12



通しページ　13



通しページ　14



通しページ　15



通しページ　16



通しページ　17



通しページ　18



通しページ　19



通しページ　20



通しページ　21



通しページ　22



通しページ　23



通しページ　24



通しページ　25



通しページ　26



通しページ　27



通しページ　28
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